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あれば、当該資産を所有することで、契約により

特定化できないコントロール権を統制・掌握する

ことになる１。したがって、所有権理論の視点か

らみた市場取引か内部取引かの選択は、必要な資

産のコントロール権を契約により特定化できるか

どうかに依存する。すなわち、契約により必要な

資産のコントロール権を特定化できるのであれ

ば、その資産のコントロール権を確保するために

当該資産は内部化されることはなく、そして、契

約により必要な資産のコントロール権を特定化で

きないのであれば、その資産のコントロール権を

確保するために当該資産は内部化されるとしてい

る。さらに、Grossman & Hart（1986）は、必要

な資産のコントロール権が、当該資産の使用を必

要とする当事者にその所有権が適切に配分される

ことが、オーナーシップ・コストの歪みを最小に

することを論じている。本稿の議論の前半部分は、

彼等の議論に依拠し、契約に依拠した残余コント

ロール権の統制・掌握の限界を論じている。

Grossman & Hart（1986）の議論はおおよそ次の

ようである。

１．資産のコントロール権は契約により特定化

はじめに
企業は、数多くの他の企業と市場取引を行うこ

とで企業活動を遂行しようとしている。その一方

で、企業は、生産工程を内部化し、内部取引を行

うことで企業活動を遂行している。市場（市場取

引）か組織（内部取引）かの選択は、市場取引の

費用および内部取引の費用に依存する。しかし、

このとき、取引費用をどのように捉えるかについ

ては様々な議論がある（ C o a s e（1 9 3 7）、

Williamson（1971, 1979）、Alchian & Demsetz

（1972）、Holmström & Milgrom（1991））。ここで

は、まず、所有権理論の視点から、契約により資

産のコントロール権を特定化できないことが、資

産の所有権の再配分を生じ、市場取引を内部取引

に代替させる意思決定を生じさせる問題を考え

る。所有権理論によれば、契約により資産のコン

トロール権の全部ないし必要部分を特定化できる

のであれば、当該資産を所有する必要はなく、契

約による市場取引で十分である。しかし、他方、

契約により資産の全部ないし必要部分のコントロ

ール権を特定化することが難しいのであれば、あ

るいは、特定化するのに莫大な費用がかかるので
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１ Grossman & Hart（1986）は、契約により特定化できないコントロール権は、契約により特定化できるコントロール権

の残りの部分という意味で、残余コントロール権ないし残余請求権としている。
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契約の不完備は市場取引か内部取引かの意思決定を迫ることになる。Grossman & Hart（1986）

は、残余コントロール権と所有権の配分の不整合は、所有権の再配分を行うことで解決される

としている。そして、誤った所有権の配分は、残余コントロール権の統制・掌握に失敗するこ

とになり、そして、生産活動に歪みを生じることを指摘している。しかし、現実には、常に、

資産の内部化により、残余コントロール権の統制・掌握がなされているわけではない。契約を

介した市場取引による残余コントロール権の統制・掌握が多々みられる。これは、契約の不完

備を補完する社会・文化制度が、資産の所有者が利己主義的プレーヤーと化すことを抑制する

からである。社会・文化制度が契約の保証装置として機能するとき、契約により残余コントロ

ール権の統制・掌握を行うことが可能となるかもしれない。本稿では、Frank（1987）の契約の

保証装置としての社会の信頼の構造のもとで、契約による残余コントロール権の統制・掌握の

可能性を考察する。さらに、契約による残余コントロール権の統制・掌握が、事業領域の選択

と集中を可能にすることを明らかにする。
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利己主義的プレーヤーと化すためとしている。し

かし、現実には、残余コントロール権と所有権の

配分の不整合が存在したとしても、資産の所有者

の利己主義的行動が抑制されている事実も数多く

観察される。これは、社会・文化制度を体現した

社会規範が存在し、資産の所有者が利己主義的プ

レーヤーと化すことを抑制しているためである。

本稿では、契約の不完備を補完する社会・文化

制度を社会の信頼の構造として考察する。具体的

には、Frank（1987）の進化ゲームの均衡を社会

の信頼の構造と捉え議論を進める。社会は、高い

良心の遺伝子を備えたタイプとそうでない遺伝子

タイプを持つ個人から構成されている。二つの遺

伝子タイプの個人は、社会の中で相互作用を行い、

その社会的適応力に応じた生存と死滅を繰り返

す。そして、最終的に、当該社会は二つの遺伝子

タイプの人口構成およびその分布が安定した定常

状態に到達する。我々は、このとき、社会の信頼

の構造を、高い良心の遺伝子を備えた個人の人口

構成で表すことができる。当該社会の構成員が、

この社会構造を背景として行動するとき、とりわ

け、高い信頼の構造を持つ社会を背景として行動

するとき、契約の不完備が補完される可能性が高

まる。残余コントロール権と所有権の配分の不整

合が生じたとしても、社会の信頼の構造が資産の

所有者の利己主義的行動を極力抑制することがで

きるならば、契約による残余コントロール権の統

制・掌握は可能になる。我々は、Frank（1987）

モデルの社会・文化制度を背景とする契約関係を

おおよそ次のように表すことができる。

１．社会は、固有の社会・文化制度に根ざした

固有の社会構造を持つ。そして、この社会

構造は、良心を備えた遺伝子タイプの個人

の人口構成として表される。

２．個別契約は不完備であるため、残余コント

ロール権と所有権の配分の不整合が存在す

るとき、資産の所有者が残余コントロール

権に関し利己主義的行動を選択する。した

がって、協働オプションの相互作用を目的

とした契約が締結されたとしても、フリー

ライド・オプションの相互作用が生じるリ

スクを避けることができない。

３．このとき、個別契約の締結の意思決定は、

二段階の構造となる。第一段階は、当該社

できる部分がある。この部分については、

市場（市場取引）か組織（内部取引）かの

問題は生じない。

２．資産のコントロール権は契約により特定化

できない部分がある。この部分については、

残余コントロール権として当該資産の所有

者にその使用権が賦与されている。この部

分については、市場（市場取引）か組織

（内部取引）かの問題が生じる。

３．資産のコントロール権を契約で特定化でき

ない部分は、当該資産の所有者に残余コン

トロール権が賦与される。このとき、残余

コントロール権を持つ所有者は利己的生産

活動の意思決定を行うため、生産活動に歪

みが生じることになる。

４．したがって、市場取引か内部取引かの意思

決定は、生産活動の歪みを最小にする所有

権の最適再配分を選択することである。す

なわち、必要な資産の残余コントロール権

と当該資産の所有権の配分の不整合がある

とき、所有権の再配分を行うことで（最適

な所有構造を選択することで）生産活動の

歪みを最小にすることである。

Grossman & Hart（1986）の議論は、基本的に

は、生産活動の歪みを最小化するには、必要な資

産のコントロール権と当該資産の所有権が乖離し

ない所有構造が選択されなければならないとす

る。そして、契約による残余コントロール権の統

制・掌握を否定している。しかしながら、契約に

より特定化できない資産のコントロール権と当該

資産の所有権とを全面的に結びつけ問題を解決す

るのではなく、契約の不完備を他の社会制度によ

り補完するならば、契約による残余コントロール

権の統制・掌握を達成することが可能であるかも

しれない。このとき、企業は事業領域の選択と集

中が可能となり、経済合理的な企業活動の選択肢

が広がることになる。本稿の後半部分では、所有

権の再配分に替わり、契約の不完備を他の社会制

度により補完することで、残余コントロール権の

統制・掌握が達成可能かどうかについて考察す

る。

Grossman & Hart（1986）は、残余コントロー

ル権と所有権の配分の不整合による生産活動の歪

みは、資産の所有者が残余コントロール権に関し
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会の持つ信頼の構造が、資産の所有者の残

余コントロール権に関する利己主義的行動

をどの程度抑制するのかを認識する段階で

ある。第二段階は、利己主義的行動に起因

するフリーライド・オプションの相互作用

が社会的にどの程度抑制されるのかを認識

した上で、個別契約の意思決定を行う。社

会の信頼の構造を、個別契約の保証装置と

して機能させることで、契約による残余コ

ントロール権の統制・掌握をはかる。

所有権の再配分により残余コントロール権と所

有権の配分を整合させる所有権理論も、社会の信

頼の構造を保証装置として機能させる契約理論

も、利己主義的行動に起因するフリーライド・オ

プションの相互作用を抑制するための制度設計論

である。しかし、残余コントロール権と所有権の

不整合を所有権の再配分により整合させる方法と

残余コントロール権に関する契約の履行を社会の

信頼の構造で保証させる方法では、その達成可能

性、頑健性、自由度において大きな違いがある。

我々は、本稿では、二つの制度を対比させながら、

二つの制度の持つ残余コントロール権の統制・掌

握の可能性、頑健性、自由度について議論する。

本稿の構成は次のとおりである。一節では、市

場取引か内部取引かの議論を残余コントロール権

と所有権の配分の整合／不整合の視点から考察す

る。この議論の展開は、Grossman & Hart（1986）

の分析に沿って行われる。二節以降は、契約によ

る残余コントロール権の統制・掌握の可能性につ

いて考察する。そこで、まず、二節では、契約の

保証装置としての社会・文化制度を考察する。こ

こでは、社会・文化制度は社会の信頼の構造とし

て展開される。この議論の展開は、Frank（1987）

の分析に沿って行われる。三節では、社会の信頼

の構造が契約の履行の保証装置として機能するも

とでの契約による残余コントロール権の統制・掌

握の可能性について議論する。最後に、要約と課

題について言及する。

１．残余コントロール権と最適所有構造
市場取引か内部取引かの問題は、それぞれの取

引から生じる取引費用の大きさにより、その選択

が決まってくる。しかし、このとき、取引費用を

どのように捉えるかについては様々な議論がある

（Coase（1937）、Williamson（1971,  1979）、

Alchian & Demsetz（1972）、Holmström & Milgrom

（1991））。ここでは、所有権理論の視点から取引

費用を考える。その際、所有権理論を Grossman

& Hart（1986）に沿って論じていくが、まず、契

約の不完備が所有権の再配分により補完されるこ

とと、市場取引か内部取引かの選択とは密接な関

係があることを説明することから始める。

所有権理論は、必要な資産の残余コントロール

権と当該資産の所有権の配分に整合性があり、企

業の経営者にとり必要な資産の残余コントロール

権の統制・掌握が可能なときには、生産活動の歪

みは生じない。他方、必要な資産の残余コントロ

ール権と当該資産の所有権の配分に乖離ないし不

整合がみられ、企業の経営者にとり必要な資産の

残余コントロール権の統制・掌握が不可能なとき

には、生産活動に歪みが生じるとしている。所有

権理論では、必要な資産の残余コントロール権と

これと整合しない所有権の不適切な配分から生じ

る生産活動の歪みを取引費用と考えている。そし

て、この背後には、残余コントロール権は契約に

より統制・掌握できないとする契約の不完備の思

考が横たわっている。

市場取引には取引費用がかかるとする

契約理論は、契約上の権利が二つのタイ

プから構成されることを強調している。

それは、契約により特定化された権利と

それ以外の（特定化されない）残余権で

ある。一方の契約当事者が、もう一方の

契約当事者の持つ資産に対する権利の行

使権をすべて特定化し、契約条項に明記

することに莫大な費用がかかるとき、特

定化されない権利のすべてを契約当該当

事者が他方の契約当事者から購入するこ

とが最適であるかもしれない。所有権は

そのような残余コントロール権の購入を

意味する（Grossman & Hart（1986））。

資産の使用権を契約により特定化できないと

き、契約による残余コントロール権の統制・掌握

は失敗する。このとき、もし、当該企業の経営者

にとり、残余コントロール権の統制・掌握に失敗

した資産が生産活動に不必要な資産であれば、す

なわち、必要な資産の残余コントロール権と当該
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をみていくことにする２。

ある電力会社の発電所は発電に石炭を

使うため炭鉱に隣接して立地している。

生産関係の川下に電力会社がそして川下

に採炭会社がある。このとき、供給され

る石炭の品質と石炭ボイラーとが適合し

ないと生産活動に重大な支障をきたすこ

とが考えられる。例えば、川下企業が導

入した石炭ボイラーは不純物が多いと効

率的に稼働しないかもしれない。石炭に

は多くの種類の不純物の混入可能性があ

る。しかし、事前に、それらの一つ一つ

について契約に明記し成分調整を行うこ

とはほとんど不可能であろう。しかし、

事後的に、その混入物がなんであるかを

特定化することは可能である。例えば、

灰分が多いとか硫黄分が高いとかであ

る。もし、川下企業が川上企業を（事前

に）所有するならば、低灰分・低硫黄分

の炭層からしか採炭されないようにする

ため、事後的に、コントロール権を行使

するであろう。逆に、川上企業が川下企

業を（事前に）所有するならば、高灰

分・高硫黄分の石炭が燃焼可能なように

石炭ボイラーを改造するために、事後的

に、コントロール権を行使するであろう。

この生産関係の例では、所有権に代わ

る一つの代案は、例えば、川下企業に石

炭の採掘層を指示できる特定のコントロ

ール権を与える契約を作成することであ

る。確かに、ある一つの局面に限って、

特定のコントロール権を賦与することは

有効であるように思える。しかし、企業

運営の局面は複雑多岐にわたるため、し

かも、それらの局面は状況に応じて時々

刻々と変化し、また、重要となる局面自

体も同時に変化していくため、それらの

一つ一つの局面について、契約により、

事前に、特定のコントロール権を賦与し

ていくことは、所有権者に総括的にコン

トロール権を与える場合よりも格段に費

用がかかることになる（Grossman &

資産の所有権の配分に整合性があるときには、生

産活動の歪みは生じない。しかし、逆に、残余コ

ントロール権の統制・掌握に失敗した資産が生産

活動に必要な資産であれば、すなわち、必要な資

産の残余コントロール権と当該資産の所有権の配

分に乖離ないし不整合がみられるときには、生産

活動の歪みが生じることになる。前者の場合は、

所有権の再配分は行われず、市場取引が選択され

る。そして、後者の場合は、所有権の再配分が行

われ、内部取引が選択される。このことから、契

約の不完備が所有権の再配分により補完されるこ

とと、市場取引か内部取引かの選択とは密接な関

係にあることがわかる。

契約による残余コントロール権の統制・掌握が

失敗するのは、直接的には、資産のコントロール

権を契約により特定化できないことによるもので

はない。資産の所有者が、残余コントロール権の

統制・掌握に関し利己主義的プレーヤーと化すと

き、契約はこれを抑制できないことがその根本原

因である。これに対し、所有権の再配分は、資産

の所有者が利己主義的プレーヤーと化すことを回

避させ、そして、生産活動に関わる歪みを最小化

することができる。このことからも、契約の不完

備が所有権の再配分により補完されることと、市

場取引か内部取引かの選択とは密接な関係にある

ことがわかる。

そこで、次に、契約の不完備が所有権の再配分

によりどのように補完されるのかを Grossman &

Hart（1986）の議論に沿ってみていくことにす

る。

1.1. 所有権モデルの導入

Grossman & Hart（1986）の所有権モデルを考

察する前に、まず、モデルの前提となる具体的な

事例およびモデルに関する幾つかの重要な仮定に

ついて触れておく。

市場取引か内部取引かの議論を展開するにあた

り、まず、垂直的生産関係の具体例を示しておく

ことがモデルの理解のために有用であろう。そこ

で、その具体例として、Joskow（1985）による炭

田に隣接した石炭火力発電会社と採炭会社との垂

直的生産関係の事例を取り上げ、契約の不完備が

所有権の再配分によりどのように補完されるのか

２ Joskow（1985）の事例の説明および解説は、Grossman & Hart（1986）に拠っている。
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Hart（1986））

例に示したような垂直的生産関係をモデル化す

る際に、重要と思われる幾つかの仮定を述べてお

くことにする。ここでは、二つのことを指摘して

おく。その一つは、取引関係の期間の問題である。

そして、もう一つは、契約スケジュールの問題で

ある。これらのことをモデル化に先立ち説明して

おくのは、Grossman & Hart（1986）の仮定と大

きく異なる点に言及しておくためでもある。

本節では、最終的に、二企業間の垂直的生産関

係を公式モデルで表す。このとき、二企業間関係

は、二期間（ゼロ期と一期）続くと仮定する。二

期間モデルとするのは、Grossman & Hart（1986）

が言及しているように、長期的取引関係において

生じる評判が資産の所有権へ及ぼす影響を避ける

ためである。評判が暗黙の合意の達成を支援する

限り、反復的関係は、当事者が独立企業であれ、

統合企業の一部門であれ、総余剰を増加させる効

果を持つことになる。このように、二期間二企業

間モデルとするのは、資産の所有権に対して評判

が特定の意味を持つことがないようにするためで

ある。

モデルについてもう一つ言及しておきたいこと

は、二期間の契約のスケジュールである。ゼロ期

の期首で、二企業の経営者は所有権ないし残余コ

ントロール権の配分についてのみ契約を行う。ゼ

ロ期で遂行する特殊投資および一期で遂行する生

産活動に関しては、事前に、契約を行うことはで

きない、あるいは、契約をしてもそれは第三者に

は証明不能であるとする。ゼロ期には、企業の経

営者は、（ゼロ期の期首に）配分されたコントロ

ール権を行使し、当該企業に関する特殊投資を行

う３。そして、一期に、企業の経営者は、特殊投

資等の生産決定に関する諸要因が確定した後に独

立に生産決定をし、生産活動を行うとする。ただ

し、二企業間で生産決定に関する再交渉が行われ

ことはないものとする４。そして、一期の期末に、

二企業間生産関係から実現した利得がそれぞれの

企業の経営者に配分される。

契約スケジュールの仮定で重要な点は、一期で

行われる生産決定（生産関数）は十分に複雑であ

るため、事前の二企業間契約でその内容を完全に

特定化することができないことである。また、ゼ

ロ期の期首に特殊投資を最適に契約することがで

きれば、生産決定を最適に選択することが可能と

なるので、投資決定についても契約できないもの

とする。同様に、配分利得が契約可能であれば、

契約当事者間で利害調整が可能となり、その結果、

最適契約に到達できる可能性があるので、配分利

得も契約できないものとする。特殊投資、生産活

動、さらに、配分利得も事前に契約できないため、

所有権の配分による残余コントロール権の統制・

掌握を必要とする状況を考察できることになる。

契約の不完備による資産の残余コントロール権

の統制・掌握が困難であるとき、いかなる所有権

の再配分のもとで、すなわち、いかなる所有構造

のもとで、特殊投資、生産活動の歪みを最小化で

きるのかを考察する。モデルは、二期間二企業間

関係モデルとする。

３ Grossman & Hart（1986）では、事後に、残余コントロール権が行使されるのは、ゼロ期の特殊投資に関してのみであ

る。ここでは、事前に、所有権の配分が契約された後、事後に、ゼロ期の投資決定、および、一期の生産決定も残余コ

ントロール権が行使されるとする。
４ Grossman & Hart（1986）では、一期の期首に、生産決定に関する諸要因が確定した後に、二企業間で生産決定に関す

る再交渉が行われ、一期の生産活動は事後的パレート効率となるとしている。したがって、Grossman & Hart（1986）

では所有権の配分は、特殊投資のコントロール権に関わる歪みを最小化するためになされるといえる。ここでは、生産

決定に関する再交渉は行われないと仮定するため、生産活動の事後的パレート効率は保証されない。したがって、所有

権の配分は、特殊投資および生産活動のコントロール権に関わる歪みを最小化するためになされることになる。

図１．契約スケジュール
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二期間二企業（二部門）間垂直的取引関係は、

ゼロ期、一期の二期間続くものとする。企業１、

２は、ゼロ期の期首に、残余コントロール権の再

配分の契約を行う。そして、ゼロ期で、コントロ

ール権を持つ企業が独立に、同時に、しかも、非

協力的に関係特殊投資 a1、a2 を行う。さらに、一

期の期首に、特殊投資等の生産決定に関するすべ

ての情報が既知となった後に、コントロール権を

持つ企業が独立に、しかも、非協力的に生産決定

q1(a1, a2)、q2(a1, a2) を行う。ゼロ期に、投資決定 a1

と a2 がなされ、一期に、生産決定 q1 と q2 がなさ

れ、その結果、生産活動 1(q1(a1, a2), q2(a1, a2))、 2

(q1(a1, a2), q2(a1, a2)) が確定し、配分利得が実現す

る。このとき、企業１、２が得る投資費用控除後

の利得 B1、B2 は次のように表されるとする。

（1）Bi[ai, i(q1(a1, a2), q2(a1, a2))] i＝ 1, 2

ただし、すべての費用および便益は、一期の貨幣

価値で測定されるものとする。また、ai∈ Aiと qi

∈ Qiは、それぞれ、コンパクト部分集合ベクト

ルである。さらに、利益関数 Biと生産関数 iは

連続関数であり、利益関数は生産関数の増加関数

とする６。これまでみてきた仮定は、次のように

要約できる。

１．ゼロ期の期首では、所有権ないし残余コン

トロール権の再配分が契約されるのみであ

る。変数 a i、q i、Biは対称情報であるが、

それらの変数のいずれもが事前に契約不能

である。

２．ゼロ期の期首で残余コントロール権を配分

された企業が、ゼロ期で独立に、同時に、

しかも、非協力的に、特殊投資 a1、a2 を決

定する。（完全所有の場合、企業１あるい

は企業２のいずれか一方の企業が、すべて

の特殊投資 a1、a2 を決定する。）

３．さらに、ゼロ期の期首で残余コントロール

権を配分され企業が、一期の期首に、特殊

1.2. 二期間二企業間関係モデル

二つの企業が従来からの所有権の配分を維持し

独立企業として契約を介して市場取引を行ってい

る場合、および、所有権の再配分をとおして二つ

の企業が一方の企業に完全統合（完全所有）され

企業部門として行動している場合（内部取引を行

っている場合）の二つの極端なケースを考える５。

これらの企業間関係は、先に、Joskow（1985）

の発電会社（石炭火力発電）と隣接する採炭会社

（炭田）の例でみたように、川上企業２が川下企

業１に生産要素を供給する垂直的市場取引関係と

解釈することができる。あるいは、一つの企業に

発電部門と採炭部門が内部化され、川上部門２が

川下部門１に生産要素を供給する内部取引関係と

解釈することができる。

５ Grossman & Hart（1986）は前者を非統合モデル、そして、後者を最適契約モデルとして記述している。さらに、彼等

は、投資決定は二企業が独立に意思決定し、そして、生産活動は事後的コントロール権を有する（統合）企業が意思決

定を行う場合を統合モデルとしている。本稿では、彼等のいう統合モデルは取り扱わない。また、我々は最適契約モデ

ルを統合モデルと称している
６ 利益関数 Biに関する仮定および表記等は、Grossman & Hart（1986）のままである。ただし、本稿では、事後的残余コ

ントロール権の行使範囲が拡大されている。

図２．所有構造：非統合企業

図３．所有構造：統合企業
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投資等の生産決定に関するすべての情報が

既知となった後に、一期で独立に、同時に、

しかも、非協力的に、生産決定 q1 と q2 を

行う。（完全所有の場合、企業１あるいは

企業２のいずれか一方）が全ての生産決定

q1 と q2 を行う。）

４．ゼロ期に、投資決定 a1、a2 がなされ、一期

に、生産決定 q1、q2 がなされ、その結果、

生産活動 1、 2が確定し、配分利得 B1、

B2 が実現する。

事前の所有権の配分が、事後の残余コントロー

ル権の行使に関し、利己的プレーヤーを生じさせ

ることになる。そして、このことが、ゼロ期およ

び一期における特殊投資および生産活動の歪みを

派生させることになる。事前の所有権の再配分は、

これを抑制する配分でなければならない。そこで、

次に、事後の残余コントロール権の行使が特殊投

資および生産活動の歪みを最小化する所有構造は

いかなるものかを、すなわち、契約を介した市場

取引か所有を介した内部取引のいずれが適切な取

引なのかを考察していくことにする。

1.3. 所有構造と残余コントロール権の行使

特殊投資、生産活動、配分利得のいかなる変数

も、事前には契約不能としている。この単純化さ

れた仮定のもとでは、事前の契約変数は、単に、

所有権ないしコントロール権の配分に関するもの

となる。このとき、所有権の配分に関する二企業

間の契約関係として、意味のある次の二つのケー

スを考えることにする。

１．統合：事前に、所有権の再配分により、二

企業のどちらか一方の企業（企業１あるい

は企業２のいずれか）に残余コントロール

権を集中する。そして、事後に、独占的に、

特殊投資および生産活動に関しコントロー

ル権を行使する。

２．非統合：事前に、二企業は従来からの所有

権の配分を維持する。そして、事後に、独

立に、そして、非協力的に特殊投資および

生産活動のコントロール権を行使する。

コントロール権が一つの企業に集約されるとき

垂直統合企業となり、二企業は一企業内のそれぞ

れの部門となる。また、コントロール権がそれぞ

れの独立企業に配分されるとき、契約を介した垂

直的市場取引関係を形成することになる。コント

ロール権の再配分が所有構造を決定づけることに

なる。この二つの所有構造のもとで、特殊投資お

よび生産活動に関する残余コントロール権がどの

ように行使されるのかを次にみていくことにす

る。

統合

事前に、所有権の再配分により、一企業（企業

１あるいは企業２のいずれか）に残余コントロー

ル権が集中する。残余コントロール権の行使は、

一企業（企業１あるいは企業２のいずれか）の経

営者が独占的に行うことになる。企業の経営者は、

事後に、ゼロ期で特殊投資 a1、a2 を行い、さらに、

一期で生産決定 q1、q2 を行う。このとき、統合企

業の意思決定は、企業の総純利得を最大化するも

のでなければならない７。このとき、統合企業の

所有経営者の意思決定は次のように表される。

（2） B1[a1, 1(q1(a1, a2), q2(a1, a2))]

＋ B2[a2, 2(q1(a1, a2), q2(a1, a2))]

統合企業の経営者は総利得を最大化する a1、a2、

および、q1、q2 を決定する。このとき、総利得を

最大化する一意的解が存在するとする。

定義１．a1＊、a2＊、q1＊、q2＊は、ai∈ Ai、qi∈ Qi(i＝

1, 2) の制約のもとで、B1 ＋ B2 を最大化する一意

的解とする。

最大化問題（2）式を a i、q iについて解くと、

次のように一階の条件を得る８。

（3）

統合企業の所有構造のもとでは、企業の経営者

は、事後に残余コントロール権を行使し、ゼロ期

で、ai
＊(i＝ 1, 2) を決定し、一期で、qi

＊(i＝ 1, 2) を

aa
q q

max
a1, a2, q1, q2

７ このとき、企業の経営者の意思決定は、不確実性がないときの最適契約のように、他の経営者の留保効用の制約のもと

で、当該経営者の便益を最大化することと同等となる。したがって、Grossman & Hart（1986）では最適契約として説

明されている。
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q̂ 1、および、q2 ∈ Q2 の制約のもとで、 2 (q̂ 1, q2)

を最大化する一意的な解 q2 ＝ q̂ 2 が存在する。

ただし、このとき、Biに関して、特殊投資 a1、

a2 のある範囲で、q̂ 1、q̂ 2 が独立であることを保証

する分離可能性を仮定している９。このとき、非

協力均衡 (q̂ 1, q̂ 2) は、a1、a2を所与とするとき、（2）

式を最大化するという意味で、事後的効率を保証

しないことに注意しなさい。

一期で、生産決定に関する諸要因が考慮され q̂ i

が決定されることを所与とし、ゼロ期で、企業の

経営者１、２は、それぞれ、非統合企業の利得

B1、B2 を最大化するように、a1、a1 を決定する。

このとき、特殊投資に関するナッシュ均衡を次の

ように仮定する 10。

仮定２．ゼロ期の特殊投資に関するナッシュ均衡

は、次のことを満たす投資の組合せ (â1, â2)∈ A1

× A2 として表せるとする。

B1[â 1, 1(q̂ 1, q̂ 2)] ≥ B1[a1, 1(q̂ 1, q̂ 2)] ∀a1 ∈ A1

B2[â 2, 2(q̂ 1, q̂ 2)] ≥ B2[a2, 2(q̂ 1, q̂ 2)] ∀a2∈ A2

所有権の配分が二つの独立企業に対して行われ

るとき、二つの非統合企業はそれぞれ独立に残余

コントロール権を行使し、ナッシュ均衡を選択す

るため、事前の総利得は次のようになる。

B1[â1, 1(q̂ 1, q̂ 2)]＋ B2[â2, 2(q̂ 1, q̂ 2)]

≤ B1[a1＊, 1(q1＊, q2＊)]＋ B2[a2＊, 2(q1＊, q2＊)]

二つの非統合企業を合わせた利得が統合企業の総

利得よりも小さいことが予測されるのは、事前の

特殊投資が非効率であるためである。このことは、

決定しなければならないことを示唆している。所

有権の再配分により、残余コントロール権を配分

された企業が企業１であろうと企業２であろうと、

コントロール権は一企業の経営者に集中するため、

パレート効率な意思決定が達成可能となる。

非統合

事前に、従来からの所有権の配分が維持され企

業１と企業２に残余コントロール権が配分される

とする。残余コントロール権の行使は、企業１お

よび企業２の二企業の経営者が、それぞれ独立に、

同時に、しかも、非協力的に行うことになる。そ

れぞれの企業の経営者は、事後に、ゼロ期でそれ

ぞれに特殊投資 a1、a2 を行い、さらに、一期でそ

れぞれに生産決定 q1、q2 を行う。このとき、非統

合企業の意思決定は、個別の企業の純利得を最大

化するものでなければならない

非統合企業の市場取引ゲームは、次に示すよう

に、バックワード法を適用し解くことになる。企

業の経営者 i (i＝ 1, 2) は、それぞれ独立に、同時

に、しかも、非協力的に、ゼロ期に特殊投資 a i

を行い、さらに、一期に生産決定 q iを行う。一

期の意思決定は、ゼロ期の意思決定 a i (i＝ 1, 2)

を所与とし（さらに、他の企業の q jを所与とし）、

企業 iの利得関数 Bi、あるいは、生産関数 iを

最大化する q iを決定する。このとき、我々は次

のような一意的ナッシュ解が存在すると仮定す

る。

仮定１．二つの非統合企業の生産活動は、q i∈

Qi(i＝ 1, 2) の制約のもとで、一意的な非協力解

(q̂ 1, q̂ 2) が存在する。すなわち、q1 ∈ Q1 の制約の

もとで、 1(q1, q̂ 2) を最大化する一意的な解 q1 ＝

８ ai、qiについて、一階の条件はそれぞれ次のように表される。

８ (A-1)

８ (A-2)

８ したがって、（A-1）式に（A-2）式を代入すると、（2）式を得る。
９ aiは一般投資しか行われず、したがって、留保効用条件が満たされるとき、q̂ 1、q̂ 2 が a1、a2 から独立であることを保証

する。しかし、Grossman & Hart（1986）では、aiに関しては関係特殊投資を前提としている。しかも、aiのある範囲の

投資水準のもとでは、q̂ 1、q̂ 2 が a1、a2 から独立であることを保証するとしている。ここでも、同様の仮定をおいてい

る。
10 ナッシュ均衡が存在すると仮定する。すなわち、Aiが凸であり、Biが ai(i＝ 1, 2) について凹であると仮定する。

q q

a aq
q q

q a
q q

q qa a
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協力解（最適解）の一階の条件（3）式と次のナ

ッシュ均衡の一階の条件を比較することから明ら

かである11。

（4）

モデルでは、非統合のケースのすべての非効率

は、ゼロ期の投資決定および一期の生産決定に誤

りがあることから生じている。そして、事後に、

ゼロ期に特殊投資の歪み、および、一期に生産決

定の歪みが誘発される要因は、事前に、所有権の

配分に誤りがあることに由来するものである。変

数 q iおよび a iのいずれもが、事前に、契約不能

であれば、そして、所有権が一企業に集約されて

いないとすれば、最適解は保証されないのであろ

うか。そこで、次に、最適所有構造と残余コント

ロール権の関連性について考察していくことにす

る。

1.4. 残余コントロール権の統制の最適所有構造

契約により特定化できない残余コントロール権

の統制・掌握は、所有権の再配分によってしか保

証されない。したがって、必要な資産の残余コン

トロール権と当該資産の所有権の配分の整合性が

満たされる所有構造が達成されなければならな

い。そこで、ここで、先にみた二つの極端な所有

構造、統合と非統合のいずれの所有権の配分が必

要な資産の残余コントロール権を保証し、これに

まつわる生産活動の歪みを最小にするのかを考察

する。

（4）式でみたように、ゼロ期の特殊投資 aiの

a a q q

選択に由来する非効率は、企業の経営者が、一期

に、協力解 (q1＊, q2＊) の代わりに、非協力解 (q̂ 1, q̂ 2)

を選択している事実によるものである。したがっ

て、生産活動の組合せ (q̂ 1, q̂ 2) が (q1＊, q2＊) の近傍で

実現するならば、そこでは、aiに由来する非効率

はほとんど生じない。そして、これらに対応する

生産関数があるならば、非協力解は近似的に最適

解に到達することは明らかである。言い換えれば、

最適解に到達できるかどうかは、特殊投資、生産

決定、生産活動の意思決定権（必要な資産の残余

コントロール権）が当該資産を使用する企業の経

営者に最適に配分されているかにどうかに依存す

る。そこで、必要な資産の残余コントロール権

（特殊投資、生産決定、生産活動）と当該資産の

所有権の配分（所有構造）との最適関係を次のよ

うに要約することができる12。

命題１．a1、a2 に由来する非効率な生産活動の組

合せ (q̂ 1, q̂ 2) が (q1＊, q2＊) の近傍で実現するならば非

協力解は近似的に最適解に到達し、非効率はほと

んど生じない。しかし、企業間取引の相互依存関

係が深まり、生産関数が、（¡）から（™）、（£）

へと発展していくにつれ、非効率な生産活動の組

合せ (q̂ 1, q̂ 2) が (q1＊, q2＊) の近傍で実現することを保

証しなくなる。

（¡）生産関数 1、 2について次のことを仮定

する。このとき、非統合は最適解を近似的

に達成する。

1(q1, q2)＝α1(q1)＋ε1β1(q2)

2(q1, q2)＝α2(q2)＋ε2β2(q1)

（¡）ただし、ε1, ε2＞ 0 は微少な値と仮定する。

11 を含む項を消去するため、包絡線定理を使っている。ゼロ期の期末で、特殊投資 aiが確定した後、qiに関す

る再交渉がないとするとき、ゲームをバックワードで解く。したがって、それぞれの企業は、a1、a2 を所与としたとき、

さらに、相手企業の生産決定 q̂ jを所与として、最大化問題および qiの意思決定は次の一階の条件を満たすものとして

表される

11 したがって、ゼロ期での特殊投資の最大化問題およびその意思決定は次の一階の条件を満たすものとして表される。

12 Grossman & Hart（1986）モデルとは、生産関数の定義が一部異なっている。また、本稿では、残余コントロール権の

行使は特殊投資および生産決定に影響を及ぼすとしている。したがって、最適所有構造は極めて限定的な結果となって

いる。

q q
a
a

q q q

q
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トロール権を行使し q1 ＝ q̂ 1 を選択し、そして、

他方、企業の経営者２はα2(q2) を最大化するため、

残余コントロール権を行使し q2 ＝ q̂ 2 を選択する。

このとき、生産関数 i＝αi(qi) のもとで、生産

活動の組合せは、(q̂ 1, q̂ 2)＝(q1＊, q2＊) となり、二つ

の非統合企業へ所有権を配分することが、生産活

動 q iの決定に由来する非効率を生じることはな

い。そして、また、このことは、ゼロ期の特殊投

資 a iの決定に非効率を生じることはない。した

がって、二つの非統合企業は、あえて、統合され

る必要はない。

命題 1-(£) の生産関数において、非統合の所有

権の配分のもとで、企業１はα1(q1)＋β1(q2) を最

大化するため、残余コントロール権を行使し

q1 ＝ q̂ 1 を選択し、そして、企業２はα2(q2)＋β2(q1)

を最大化するため、残余コントロール権を行使し

q2 ＝ q̂ 2 を選択する。このとき、生産関数α1(q1)＋

β1(q2)、α2(q2)＋β2(q1) のもとで、生産活動の組合

せは、(q̂ 1, q̂ 2)≠(q1＊, q2＊) となり、二つの非統合企

業へ所有権を配分することが、生産活動 q iの決

定に非効率を生じることになる。そして、このこ

とは、結果として、ゼロ期の特殊投資 a iの決定

に非効率を生じさせることになる。したがって、

二つの非統合企業は、統合される必要がある。

命題 1-(™) も、また、命題 1-(£) と同様に考え

られる。

命題 1-(¡) でみた相互依存関係がそれ程高くな

い生産活動においては、契約を介した市場取引

（非統合）が、命題 1-(£) でみた相互依存関係が

高い生産活動においては、所有権の再配分による

内部取引（統合）が選択される。このように所有

構造の選択がなされるのは、所有権の再配分を行

うことで、残余コントロール権の行使にともなう

歪みを最小化する最適プレーヤーへ、残余コント

ロール権を移転さるためである。

所有権の再配分は、残余コントロール権の統

制・掌握の達成という視点からみれば、非常に頑

健性の高い制度といえる。しかし、そのために、

所有権の再配分は、資産の内部化をともなうため、

自由度の極めて低い制度であるといえる。そこで、

残余コントロール権の統制・掌握の失敗の原因で

ある、資産の所有者による利己主義的行動を抑制

することができるならば、所有権の再配分のよう

な強権的な制度でなくても、残余コントロール権

したがって、 1 は、主として、q 1、ま

た、 2は、主として、q2 に依存するとい

える。

（™）生産関数 1、 2について次のことを仮定

する。このとき、相互依存関係が増大し、

非統合は最適解を達成しない。

1(q1, q2)＝α1(q1)＋ε1β1(q2)

2(q1, q2)＝α2(q2)＋β2(q1)

（™）あるいは、

1(q1, q2)＝α1(q1)＋β1(q2)

2(q1, q2)＝α2(q2)＋ε2β2(q1)

（™）ただし、ε1, ε2＞ 0 は微少な値と仮定する。

したがって、前者のケースでは、 1は、

主として、q1 に依存し、 2は、q1 および

q2 の両方に依存するといえる。後者のケー

スでは、 1は、q1 および q2 の両方に依存

し、 2は、主として、q2 に依存するとい

える。

（£）生産関数 1、 2について次のことを仮定

する。このとき、このとき、相互依存関係

がさらに増大し、非統合は最適解を達成し

ない。

1(q1, q2)＝α1(q1)＋β1(q2)

2(q1, q2)＝α2(q2)＋β2(q1)

（£） 1、 2は、したがって、q1 および q2 の両

方に依存するといえる。

契約を介した市場取引をしている企業が相互依

存関係を深めていくと、生産関数（必要な資産の

残余コントロール権の範囲）が命題 1-(¡) から命

題 1-(£) へと次第に変化していく。このとき、残

余コントロール権と所有権の配分の不整合が生じ

ることになる。この歪みを是正するため、生産関

係にある当事者間で所有権の再配分が行われなけ

ればならない。すなわち、必要な資産の残余コン

トロール権の範囲が命題 1-(¡) から命題 1-(™)、

(£) へと拡大するにつれ、企業の統合が進められ

なければならない。このことを明らかにするため、

命題１のうち、命題 1-(¡) および命題 1-(£) につ

いて、少し触れておくことにする。

命題 1-(¡) の生産関数において、ε1,ε2＝ 0 と

したとき、非統合の所有権の配分のもとで、企業

の経営者１はα1(q1) を最大化するため、残余コン
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の統制・掌握を可能にするかもしれない。おそら

く、契約による残余コントロール権の統制が可能

となるかもしれない。実際、既存企業は生産活動

の相互依存関係が高まったとしても、それぞれの

企業は独立企業のまま、それぞれの事業領域に資

源を集中し、そして、契約を介した市場取引をと

おして、残余コントロール権の統制・掌握を達成

している。これは、資産の所有者が残余コントロ

ール権の行使に関し利己主義的プレーヤーと化す

ことを抑制する社会・文化制度が機能しているか

らである。その意味で、契約制度は（契約による

残余コントロール権の統制・掌握は）、これを支

援し保証する社会・文化制度の存在なしには機能

することが難しいのかもしれない（Trivers（1971）、

Frank（1987）、Posner & Rasmusen（1999））。そこ

で、次に、社会・文化制度が、資産の所有権者の

利己主義的行動の誘発を抑制する保証装置とし

て、果たして、機能するのかどうかを、Frank

（1987）の議論に沿って考察していくことにする。

２．契約の保証装置としての社会・文化
制度

所有権は、契約により特定化できない残余コン

トロール権を統制・掌握するための究極的な制度

である。したがって、所有権の再配分を前提とす

れば、企業は最終的に、重要な生産過程のすべて

を統合せざるを得ないことになる。所有制度は、

残余コントロール権の行使を保証する装置として

はあまりにも極端すぎ、すべてのケースに所有権

の再配分の手法を適用するのは、現実的ではない。

最重要の生産過程について、所有権の再配分を行

うことで、残余コントロール権の行使を保証する

ことは有用である。しかし、残余コントロール権

の統制・掌握を達成するのに、生産工程のすべて

の過程を内部化することは現実的でないばかり

か、組織の肥大化にともなう非効率を生むことに

なりかねない。しかし、それならば、現実社会で、

残余コントロール権の行使に関する契約が締結さ

れたとき、契約の履行はどのようにして保証され

ているのであろうか。あるいは、よくいわれるよ

うに、契約制度を支援する社会・文化制度が存在

するとしても、それはどのように機能するのであ

ろうか。そこで、本節では、契約による残余コン

トロール権の行使を支援するそして保証する社

会・文化的制度はどのようなものか、そして、そ

れはどのように機能するのかを考察していくこと

にする。

2.1. 信頼の構造モデルの導入

我々は、最終的に、個別契約レベルで、個人の

契約行動を考察する。その前に、本節で、個別契

約の背景となる、契約を支援するあるいは契約を

保証する装置としての社会・文化制度を信頼の構

造モデルとして考察する。公式モデルの導入に先

立ち、まず、社会・文化制度がなぜ社会の信頼の

構造として記述されるのか、そして、その社会の

信頼の構造モデルはどのように記述されるのかを

説明する。

ひとくちに、契約の保証装置としての社会・文

化制度というとき、社会・文化制度が契約制度に

対しどのような意味をもつのかを理解するのは難

しい。そこで、契約の背景をなす社会・文化制度

が契約の保証装置としてどのように機能するのか

を、具体例をあげ、できるだけ簡単に説明する13。

罪悪感の意味は生来のものであるかも

しれない。しかし、それは公的学校教育、

両親や親戚による道徳的感化、そして、

おそらく最も重要であるが、大人や仲間

の示した手本によって発展させられるも

のである。両親は自分の子供にある水準

の罪悪感を植え付ける際に、利己的と利

他的な双方から生じる利害を熟慮するこ

とになる。（したがって、彼らは、子供

の長期的な観点から、年長者に対する不

作法、恩知らずのような実に多くの罪悪

感を植え付ける。）罪悪感の意味をわか

った子供は規範を遵守しようとする。そ

して、子供達が他の人々から得たこの種の

知識は、彼らを最も信頼できる取引相手と

して育てることになり、また、このことは、

その後の人生において彼らを大いに助ける

ことなる（Posner & Rasmusen（1999））。

この事例は、契約の履行を支援ないし保証する

13 Posner & Rasmusen（1999）は、規則、慣習等だけではなく、罪悪感、羞恥心等までも含む社会･文化制度が経済活動を

支援し保証する装置として機能するとしている。
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信頼関係を持つ社会構造が形成されることにな

る。ここでは、この社会の信頼の構造モデルを

Frank（1986）に拠って考察する 14。

行動オプションの相互作用と利得

社会において、個人は、通常、他の個人に対し

てある信念を持ち、この信念を基づく対応行動を

選択し、相互作用を行い、そして、相互作用の結

果としての利得を獲得する。モデルでも、同様に、

ある個人が、多くの個人の中の一人とペアを形成

し、他の個人に対する信念を形成し、信念に基づ

く対応行動オプションから一つを選択し、一回限

りの相互作用を行い、そして、相互作用の結果と

しての利得を獲得するとする。このとき、それぞ

れの個人は遺伝子タイプが異なるため、彼らの資

質が異なり、ひいては、彼等の行動オプションの

選択が異なるとする。簡単化のため、社会は二つ

の遺伝子タイプ、誠実な遺伝子タイプ Hと不誠

実な遺伝子タイプ Dから構成されているとする。

そして、それぞれの個人は、これらの一タイプの

遺伝子のみを持ち、しかも、それぞれの遺伝子タ

イプは忠実に遺伝するとする。ここでは、H遺伝

子タイプの個人は、協働オプションあるいは独立

オプションの選択肢を持ち、また、D遺伝子タイ

プの個人は、常に、独立オプションの選択肢しか

持たないとする。社会の中で二人の個人がペアを

形成するとき、一方のプレーヤーは、H遺伝子タ

イプないし D遺伝子タイプの個人であるかもし

れない。他方、もう一方のプレーヤーも、同様に、

H遺伝子タイプないし D遺伝子タイプの個人で

あるかもしれない。しかも、情報の制約があると

き、他の個人の遺伝子タイプの識別を誤るかもし

れない。したがって、このとき、可能な行動オプ

ションの組合せ（行動オプションの相互作用）は

次のように表せる。

１．（H遺伝子タイプ, H遺伝子タイプ）のペア

（a）H遺伝子タイプの個人 iは、他の H遺

伝子タイプの個人 jとペアを形成し、

しかも、互いに遺伝子タイプの識別を

誤らないとき、協働オプションの相互

作用を行う 15。この相互作用は、相互

装置としての社会・文化制度がどのように機能す

るのかを考える助けとなる。社会の中で、しばし

ば、個人は約束を破ることが有利であるときでさ

え、約束を反故にすることに強い罪悪感を覚え、

約束を守ろうとする。罪悪感、羞恥心等の外在的、

内在的制裁は、経済合理性一辺倒の思考を覆す大

きな力を持つかもしれない。そして、この種の力

は契約を支援ないし保証する保証装置の候補にな

りうるであろう（Trivers（1971）、Frank（1987）、

Posner & Rasmusen（1999））。

もちろん、個人が、単に、罪悪感、羞恥心を持

つことが契約の遵守の問題を解決することにつな

がるものではない。個人レベルでの外在的・内在

的制裁が、社会レベルで、個人間相互の信頼関係

を醸成するものでなければ、契約の遵守の問題は

解決されない。そのためには、社会・文化制度が、

良心的プレーヤーの長期的優位を確保することを

保証する装置として機能する必要がある。社会・

文化制度は、倫理的に許容されない行為を選択す

ることが、プレーヤーの社会的利得を減少させ、

逆に、良心的プレーヤーの社会的利得を増大させ、

その結果、良心的プレーヤーの社会的適応度を増

大させる存在でなければならない。したがって、

我々が、契約を支援する社会・文化制度というと

き、契約の履行を保証する社会の信頼の構造と理

解する。そこで、社会レベルでの個人間の相互信

頼関係を表す社会の信頼の構造を公式モデルで考

察していく。

2.2. 社会の信頼の構造モデル

個人レベルでの良心が、社会レベルで、個人相

互の信頼関係を醸成するものでければ、それは、

単なる個人的良心であって、社会・文化制度、あ

るいは、社会における信頼の構造とはならない。

個人レベルでの良心が、社会レベルでの制度、構

造となるためには、社会が良心的プレーヤーの長

期的優位を保証するものとならなければならな

い。すなわち、当該社会で、良心的プレーヤーの

生存の優位性、および、良心的プレーヤーの高い

環境適応性が確保されていなければならない。そ

のような状況にあって、はじめて、個人が相互に

14 ここでの信頼の構造モデルは、Frank（1987）に拠っている。ただし、Frank（1987）モデルは個別契約レベルの信頼の

構造モデルである。しかし、ここでは、彼のモデルを援用し、個別契約の背景をなす社会の信頼の構造モデルとして記

述している。
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に信頼を要求する活動をともなう。そ

して、協働オプションの相互作用（協

働オプション, 協働オプション）から

得る利得は x3 となる。

（b）H遺伝子タイプの個人 iは、他の H遺

伝子タイプの個人 jとペアを形成し、

しかも、個人 iが個人 jの遺伝子タイ

プの識別を（D タイプと）誤るとき

（個人 jは識別を誤らないとき）、フリ

ーライド・オプションの相互作用を行

う。フリーライド・オプションの相互

作用（独立オプション, 協働オプショ

ン）から得る個人 i の利得は x4 とな

る。

（c）H遺伝子タイプの個人 iは、他の H遺

伝子タイプの個人 jとペアを形成し、

個人 jが個人 iの遺伝子タイプの識別

を（Dタイプと）誤るとき（個人 iは

識別を誤らないとき）、フリーライ

ド・オプションの相互作用を行う。フ

リーライド・オプションの相互作用

（協働オプション, 独立オプション）か

ら得る個人 iの利得は x1 となる。

（d）H遺伝子タイプの個人 iは、他の H遺

伝子タイプの個人 jとペアを形成し、

しかも、互いに遺伝子タイプの識別を

（Dタイプと）誤まるとき、独立オプ

ションの相互作用を行う。独立オプシ

ョンの相互作用（独立オプション, 独

立オプション）から得る利得は x2 と

なる。

２．（H遺伝子タイプ, D遺伝子タイプ）のペア

（a）H遺伝子タイプの個人 iは、他の D遺

伝子タイプの個人 jとペアを形成し、

しかも、個人 iが個人 jの遺伝子タイ

プの識別を誤らないとき、独立オプシ

ョンの相互作用を行う。独立オプショ

ンの相互作用（独立オプション, 独立

オプション）から得る個人 iの利得は

x2 となる。

（b）H遺伝子タイプの個人 iは、他の D遺

伝子タイプの個人 jとペアを形成し、

しかも、個人 iが個人 jの遺伝子タイ

プの識別を（Hタイプと）誤るとき、

フリーライド・オプションの相互作用

を行う。フリーライド・オプションの

相互作用（協働オプション, 独立オプ

ション）から得る個人 iの利得は x1 と

なる。

３．（D遺伝子タイプ, H遺伝子タイプ）のペア

（a）D遺伝子タイプの個人 iは、他の H遺

伝子タイプの個人 jとペアを形成し、

しかも、個人 jが個人 iの遺伝子タイ

プの識別を誤まらないとき、独立オプ

ションの相互作用を行う。独立オプシ

ョンの相互作用（独立オプション, 独

立オプション）から得る利得は x2 と

なる。

（b）D遺伝子タイプの個人 iは、他の H遺

伝子タイプの個人 jとペアを形成し、

しかも、個人 jが個人 iの遺伝子タイ

プの識別を（Hタイプと）誤るとき、

フリーライド・オプションの相互作用

を行う。フリーライド・オプションの

相互作用（独立オプション, 協働オプ

ション）から得る個人 iの利得は x4 と

なる。

４．（D遺伝子タイプ, D遺伝子タイプ）のペア

（a）D遺伝子タイプの個人 iは、他の D遺

伝子タイプの個人 jとペアを形成する

とき、常に、独立オプションの相互作

用を行う。この相互作用は、相互に信

頼を要求する活動をともなわない。そ

して、独立オプションの相互作用（独

立オプション, 独立オプション）から

得る利得は x 2 となる。この利得は、

保証利得水準となる。

これらの行動オプションの相互作用から生じる利

得は表 1 のように表せる。ただし、x 4 ＞ x 3 ＞

x2 ＞ x1 とする。

15 Frank（1987）が指摘しているように、生物学モデルでは、ゲームが一度以上プレイされることはなく、したがって、

不誠実な行動をみつけることができないときでさえ、また、評判の影響がないときでさえ協働が達成されると考えられ

ている。詳しくは、Hirshleifer（1977）を参照しなさい。
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二つの分布の台が重複しない特殊ケースでは、

遺伝子タイプを確実に見分けることができる。そ

の結果、Hタイプは、相手プレーヤーへの対応行

動オプションを誤ることなく選択することができ

る。しかし、ここでは、二つ分布の台が一部重複

する一般的ケースを考察する。Hタイプおよび D

タイプのシグナル値の範囲を、それぞれ、 [LH,

UH]、[LD, UD]、ただし、LH＜ UDとする。このと

き、二つの分布の台が重複する範囲 [LH, UD] では、

シグナル値を観察することでは、当該個人の遺伝

子タイプを識別することはできない。しかし、そ

れ以外の観測シグナル値、シグナル値 Sj＜ LH、

および、シグナル値 Sj＞ UDを持つ個人の遺伝子

タイプは、それぞれ、D遺伝子タイプ、H遺伝子

タイプと識別できる。そこで、シグナル値 LH ≤ Sj

≤ UDを持つ個人が互いにペアを形成するとき、

行動オプションの選択に関連して、遺伝子タイプ

の識別に関しなんらかの判断を下す合理的な基準

を示す必要がある。そこで、ここで、その合理的

判断基準を考察しておくことにする。

不完備シグナルと遺伝子タイプの識別

個人は、社会において、他の多くの個人の中の

一人とペアを形成し相互作用するとき、他の個人

に対して抱く信念により、対応行動オプションの

選択が大きく異なってくる。また、正しい信念の

形成には、信憑性のあるシグナル情報こそが求め

られる。しかし、社会の信頼の構造モデルでは、

それぞれの個人は、それぞれの遺伝子タイプに由

来するシグナルを発信するが、このシグナルには

ノイズが混在し、遺伝子タイプを正確に伝達する

ものではないとする。すなわち、個人 iの観測シ

グナル値 Siは次のように表されるとする。

Si＝ µi＋εi i＝ H, D

ただし、個人 iが、H遺伝子タイプならば、遺伝

子固有の値 µHを持ち、他方、D遺伝子タイプな

らば、遺伝子固有の値 µDを持つとする。このと

き、µH＞ µDである。また、εiは、i (＝ H, D) に

ついて独立な、平均ゼロ、分散σを持つ正規分布

から抽出される確率変数とする。このとき、H遺

伝子タイプと D遺伝子タイプの観測シグナル値

の確率密度分布 fH(S)、fD(S) は、それぞれ、次の

ように表される16。

表１．社会的相互作用の利得

協働 独立

協働 x3 x1

独立 x4 x2

16 Frank（1987）に従い、図４に示された確率密度分布 fH(S)、fD(S) は、正規分布 µH＋ε～N (µH,σ)、µD＋ε～N (µD,σ) に

次の計算処理をし導出している。
16 正規確率密度分布 f 0H(S)、f 0D(S) を、それぞれ、µH＋ 2σ、µD＋ 2σで確率密度がゼロとなるように下方へシフトさせる。

すなわち、f 1H(S)≡ f 0H(S)－ f 0H(µH＋ 2σ)、f 1D(S)≡ f 0D(S)－ f 0D(µD＋ 2σ) を導出する。さらに、I≡∫ fH(S) dS＝∫

fD(S) dS＝ 1となるように、確率密度分布 f 1H(S)、f 1D(S) を標準化する。すなわち、fH(S)≡[f 0H(S)－ f 0H (µH＋ 2σ)]/I、fD(S)≡

[f 0D(S)－ f 0D (µD＋ 2σ)]/Iを導出する。したがって、我々は次の関数を得ることになる。

fH＝(1/√2π)(1/I )[exp(－(S－ µH)2/2)－ exp(－ 2σ)]

fD＝(1/√2π)(1/I )[exp(－(S－ µD)2/2)－ exp(－ 2σ)]

µD＋ 2σ
µD－ 2σ

µH＋ 2σ
µH－ 2σ

図４．観測シグナル値の確率密度分布
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シグナル閾値と行動オプションの選択

我々は、遺伝子タイプのシグナル情報はどのよ

うな分布特質を持つのかを知っている。ところが、

変数εiの分散σが十分に大きく、かつ、二つの

分布の台が重複するとき、シグナル値 Siは識別

の信頼を示す確率測度を与えてくれるのみであ

る。したがって、我々は、新たに、遺伝子タイプ

の合理的な識別基準を設定しなければならない。

このとき、遺伝子タイプの識別基準はなにを基準

とし設定され、そして、どのような手続きで導出

されるべきであろうか。

遺伝子タイプの識別基準は保証水準の利得を達

成する識別基準でなければならない。あるいは、

保証水準の利得を達成する行動オプションの選択

基準を示すものでなければならない。ここで、遺

伝子タイプの識別基準と行動オプションの選択基

準は同等であることに注意しなさい。より具体的

には、仮に、シグナル値 S0 を遺伝子タイプの識

別基準と設定したとき、個人 iは、この基準値以

上のシグナル値を持つ個人 jを H タイプと識別

し、協働オプションで対応する。また、他方、こ

の基準値以下のシグナル値を持つ個人を Dタイ

プと識別し、独立オプションで対応する。しかも、

このとき、個人 iが識別基準 S0 に従って行動オプ

ションを選択したとき、獲得する期待利得は保証

水準の利得を達成するものでなければならない。

ところが、我々は、二人の個人がペアを形成す

る仕方が、期待利得に影響及ぼすことを知ってい

る。そこで、次に、ペアの形成の仕方について言

及しておく。

モデルではランダムにペアが形成されるとはし

ていない。個人 iは、相互にシグナル値を観察し

た後、多くの個人の中から一人の個人 jを選択し

ペアを形成する。このとき、高いシグナル値を持

つペアであればあるほど、より高い期待利得を得

ることができるため、ある個人が、他の個人とペ

アを形成するとき、どの個人よりも高いシグナル

値を持つ他の個人とペアを形成しようとする。そ

の結果、ペアの形成の仕方が決まってくる。それ

は、遺伝子タイプに関わりなく、最大のシグナル

値を持つ二人が、まず、ペアを形成することから

始まる。そして、次に、二番目に高いシグナル値

を持つ二人がペアを形成する。さらに、同様のペ

アの形成プロセスが続き、そして、最後に、最も

低いシグナル値を持つ二人がペアを形成すること

で終わる。このようなペアの形成過程がとられる

のは、高いシグナル値を持つペアほど、高い期待

利得を得ることができるからである。社会が十分

な人口密度を持つならば、ペアを形成する二人の

メンバーのシグナル値は同等となることが予測さ

れる。

ここで、同等のシグナル値を持つ個人がペアを

形成するときの期待利得を計算する。そこで、ま

ず、シグナル値 Siを持つ個人 iが、同等のシグナ

ル値 Sj＝ Siを持つ個人 jとペアを形成するとき、

個人 jが Hタイプである確率（および、Dタイプ

である確率）を導出する。シグナル値の確率密度

分布 fDと fHがわかっているので、シグナル値 Sj

を持つ個人が H遺伝子タイプの個人である確率

Pr{Hj | Sj} は次のように表される。

（5）Pr{Hj | Sj}＝

ただし、hは H遺伝子タイプの人口構成を表す。

任意の識別基準のもとで、H遺伝子タイプの個

人 iは、シグナル値 Sjを持つ個人 jを Hタイプと

識別したとする。このとき、先に示した生起確率

Pr{Hj | Sj}、1－ Pr{Hj | Sj} で、次に示した行動オ

プションの相互作用が生じることになる。すなわ

ち、H遺伝子タイプの個人 iは、任意の識別基準

により、他の個人を H タイプと識別するとき、

協働オプションを選択する。他方、個人 jが Hタ

イプであれば、協働オプションを選択するので、

（1）協働オプションの相互作用（協働オプショ

ン, 協働オプション）が生じる。また、個人 jが

Dタイプであれば、独立オプションを選択するの

で、（2）フリーライド・オプションの相互作用

（協働オプション, 独立オプション）が生じる。こ

のとき、個人 iの期待利得は、協働オプションの

相互作用からの利得 x3 とフリーライド・オプシ

ョンの相互作用からの利得 x1 をそれぞれの生起

確率 Pr{Hj | Sj}、1－ Pr{Hj | Sj} で加重平均したも

のとして表せる。さらに、個人 iはこの代替オプ

ションである独立オプションの相互作用から、保

証水準の利得 x2 を獲得することができる。我々

は、ここに、任意の識別基準のもとで、H遺伝子

タイプが協働オプションを選択することで獲得す

ることのできる期待利得と保証水準の利得と比較

hfH(Sj)
hfH(Sj)＋(1 － h) fD(Sj)
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で、limh→ 1 x3Pr{Hj | Sj}＋ x1[1 － Pr{Hj | Sj}]＝ x3 ＞

x2 となる。また、Sj ≤ LHでは、（h≠ 1 のとき）、

x3Pr{Hj | Sj}＋ x1[1 － Pr{Hj | Sj}]＝ x1 ＜ x2 となる。

したがって、hが１に近づくとき、シグナル閾値

S ＊は減少していくが、その下限は LHとなる 17。

することで、最終的に、遺伝子タイプの識別基準

を確定することができる。

（6）E (Xij | Sj)＝ x3Pr{Hj | Sj}＋ x1[1－ Pr{Hj | Sj}] ≥ x2

このとき、E (Xij | Sj)＝ x2 を満たす個人 jのシグナル

値 Sj＝ S ＊をシグナル閾値とする。シグナル閾値

S ＊は、H遺伝子タイプ個人 iが、Hタイプである

と識別した他の個人 jとペアを形成したとき得ら

れる期待利得が、独立オプションの相互作用から

得られる保証利得水準と同等となるシグナル値 Sj

を表している。シグナル閾値 S ＊は、シグナル値

の確率密度分布 fH、fD、および、利得 x1、x2、x3

の値を特定化することで、例えば、図５のように

表すことができる。

x3Pr{Hj | Sj}＋ x1[1 － Pr{Hj | Sj}]＝ x2 より明らか

なように、シグナル閾値 S ＊は Pr{Hj | Sj}、(x3 －

x2)、(x1 － x2)(＜ 0) のいずれかの値が増大すると

減少する。さらに、（4）式より、Pr{Hj | Sj} は、h

の増加関数であることを考慮すれば、シグナル閾

値 S ＊は hの減少関数であることが明らかである。

ここで、hがゼロないし１の近傍の値をとると

き、シグナル閾値 S ＊がどのような値となるのか

を考察しておく。hがゼロに近い値をとるとき、

limh→ 0 Pr{Hj | Sj}＝ 0であるので、limh→ 0 x3Pr{Hj |

Sj}＋ x1[1 － Pr{Hj | Sj}]＝ x1 ＜ x2 となる。また、Sj

≥ UDでは、（h≠ 0のとき）、x3Pr{Hj | Sj}＋ x1[1 －

Pr{Hj | Sj}]＝ x3 ＞ x2 である。したがって、hがゼ

ロに近づくとき、シグナル閾値 S ＊は増加してい

くが、その上限は UDとなる。同様に、hが１に

近い値をとるとき、limh→ 1 Pr{Hj | Sj}＝ 1であるの

図５．シグナル閾値 S ＊

17 図６は、Frank（1987）が仮定した正規分布 fH、fDを前提としている。また、図は、Frank（1987）の示した特定値にな

らいそのままに描かれている。

これらのことから、図６のように、hがゼロの

近傍から次第に増加していくと、範囲 (LH, UD) で、

シグナル閾値 S ＊は減少していくことがわかる。

2.3. 契約の保証装置としての均衡

ここで、本節の目的である、契約の保証装置と

しての社会・文化制度はどのように表されるのか

を明らかにする。先に示したように、社会は二つ

の遺伝子タイプの個人から構成されている。そし

て、それぞれのタイプは、社会でペアを形成し相

互作用するゲームを展開する。H遺伝子タイプの

個人は、シグナル閾値 S ＊を越えるシグナル値を

持つ個人に対しては協働オプションで対応し、ま

た、これに達しないシグナル値を持つ個人に対し

ては独立オプションで対応する。これに対し、D

遺伝子タイプの個人は、他の個人のシグナル値と

は関係なく、常に、独立オプションで対応する。

このとき、高い期待利得を獲得する遺伝子タイプ

の個人は、他の遺伝子タイプの個人より高い社会

的適応力を持つことになり、その結果、他の遺伝

子タイプの個人を死滅へ追いやることになる。こ

のとき、社会は、最終的に、どのような安定定常

状態に収束していくのであろうか。すなわち、H

遺伝子タイプあるいは D遺伝子タイプはどのよ

図６．H タイプの人口比率 h とシグナル閾値 S ＊
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うな人口構成を持つ社会として安定するのであろ

うか。我々は、この安定定常状態を H遺伝子タ

イプの人口構成で示し、社会の信頼の構造を表す

ものとする。

それぞれの遺伝子タイプの個人の社会的適応力

は、それぞれの遺伝子タイプの個人が得る期待利

得の大きさでで測定される。したがって、社会が

どのような安定定常状態となるかは、各遺伝子タ

イプが獲得できる期待利得を比較することで与え

られる。そこで、次に、それぞれの遺伝子タイプ

が獲得する期待利得を比較し、社会の安定定常状

態、すなわち、社会の信頼の構造を導出すること

にする。

シグナル閾値と遺伝子タイプの人口構成

それぞれの遺伝子タイプの人口構成の安定定常

状態は、それぞれの遺伝子タイプが得る期待利得

を比較することで明らかにできる。そして、各遺

伝子タイプの期待利得は、（1）ペアを形成する二

人の個人が選択する行動オプションの組合せ、す

なわち、協働オプションの相互作用、フリーライ

ド・オプションの相互作用、および、独立オプシ

ョンの相互作用から生じる利得、および、（2）三

つの行動オプションの相互作用の生起確率を明ら

かにできれば、導出することができる。

そこで、まず、三つの行動オプションの相互作

用の生起確率を明らかにすることから始める。

H遺伝子タイプの個人の期待利益の導出に関わ

る生起確率からみていく。この第一段階として、

図７に示すように、二つの確率密度分布 fH (S)、

fD(S) のそれぞれにおいて、シグナル閾値（識別

基準）S ＊で H遺伝子タイプと識別される個人の

人口割合を導出する。それぞれの確率密度分布で、

Hタイプと識別される人口割合は次のように表さ

れる。

（7） ：真の Hタイプ

（8） ：偽の Hタイプ

このとき、社会全体に占める、H遺伝子タイプお

よび D遺伝子タイプの人口構成は、それぞれ、h、

1－ hである。したがって、シグナル閾値（識別

基準）S ＊により Hタイプと識別される個人が社

会全体に占める割合は次のように表される。

さらに、Hタイプと識別された中で、実際には

H遺伝子タイプ（真の Hタイプ）である人口構

成λ、また、Hタイプと識別された中で、実際に

は D遺伝子タイプ（偽の Hタイプ）である人口

構成 1－λは、それぞれ、次のように表される。

（9）

（10）

第二段階として、H遺伝子タイプの個人に関わ

る三つの行動オプションの相互作用の生起確率を

導出する。

１．「真の Hタイプの個人 i」と（Hタイプと

識別され、しかも、真に H遺伝子タイプ

の個人 iと）、「真の Hタイプの個人 j」が

相互作用するときの生起確率 PH･λを導出

できる。

２．「真の Hタイプの個人 i」と（Hタイプと

識別され、しかも、真に H遺伝子タイプ

図７．H タイプと識別される人口割合
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第二段階として、D遺伝子タイプの個人に関わ

る二つの行動オプションの相互作用の生起確率を

導出する。

１．「偽の Hタイプの個人 i」と（Hタイプと

識別され、しかも、真に D遺伝子タイプ

の個人 iと）、「真の Hタイプの個人 j」が

（Hタイプと識別し、そして、真に H遺伝

子タイプである個人 j）が相互作用すると

きの生起確率 PD･ηを導出できる。

２．「偽の Hタイプの個人 i」と（Hタイプと

識別され、しかも、真に D遺伝子タイプ

の個人 iと）、「偽の Hタイプの個人 j」が

相互作用するときの生起確率 PD･(1 －η)

を導出できる。

３．「真の Dタイプの個人 i」と（Dタイプと

識別され、しかも、真に D遺伝子タイプ

の個人 iが）、「偽の Dタイプないし真の D

タイプの個人 j」が（D タイプと識別し、

真に H タイプあるいは真に D タイプが）

相互作用するときの生起確率 (1 － PD) を

導出できる。

H遺伝子タイプの個人に関わる三つの行動オプ

ションの相互作用の生起確率、および、D遺伝子

タイプの個人に関わる二つの行動オプションの相

互作用の生起確率を導出することができた。我々

は、ここに、それぞれの遺伝子タイプの期待利得

の個人 iと）、「偽の Dタイプの個人 j」が

（Hタイプと識別し、しかし、真に D遺伝

子タイプである個人 jが）相互作用すると

きの生起確率 PH･(1 －λ) を導出できる。

３．「偽の Dタイプの個人 i」と（Dタイプと

識別され、しかも、真に H遺伝子タイプ

の個人 iと）、「偽の Dタイプないし真の D

タイプの個人 j」が（D タイプと識別し、

真に H タイプあるいは真に D タイプが）

相互作用するときの生起確率 (1 － PH) を

導出できる。

次に、D遺伝子タイプの個人の期待利益の導出

に関わる生起確率をみていく。この第一段階とし

て、図８に示すように、範囲 [S ＊, UD] において、

二つの確率密度分布 fH (S)、fD (S) のそれぞれで、

シグナル閾値（識別基準）S ＊によりH遺伝子タ

イプと識別される個人の人口割合を導出する。範

囲 [S ＊, UD] において、それぞれの確率密度分布で、

Hタイプと識別される人口割合は次のように表さ

れる。

（11）

（11）

このとき、社会全体に占める、H遺伝子タイプお

よび D遺伝子タイプの人口構成は、それぞれ、h、

1－ hである。したがって、範囲 [S ＊, UD] に限定

したとき、シグナル閾値（識別基準）S ＊によっ

て Hタイプと識別される個人が社会全体に占め

る割合は次のように表される。

さらに、範囲 [S ＊, UD] において、Hタイプと識

別された中で、真に H遺伝子タイプである人口

構成η、および、真に D遺伝子タイプである人

口構成 1－ηは次のように表せる。

（12）

（13）

：真の Hタイプ

：偽の Hタイプ

図８．［LD, UD］において H タイプと識別される

人口割合
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を計算し、比較することで、均衡人口比率で表さ

れる安定定常状態を明らかにすることができる。

H 遺伝子タイプの均衡人口比率としての安定定常

状態

社会における H 遺伝子タイプの人口構成が、

初期値 h＝ 1、ないし、h＝ 0 の極端な状態から

出発し、そして、次第に進化し、ある人口構成に

到達し均衡したとき、安定定常状態となる。一般

的に、社会における人口構成の安定定常状態は、

E (X | H)＝ E (X | D) を満たす人口比率 h ＊で表すこ

とができる。したがって、我々は、H遺伝子タイ

プの個人 iが、個人 jと相互作用をしたときの期

待利得 E (X | H)、および、D遺伝子タイプの個人 i

が、個人 j と相互作用をしたときの期待利得

E (X | D) を計算し比較することで安定定常状態の

H遺伝子タイプの人口構成 h ＊を明らかにする。

すでに、それぞれの遺伝子タイプに関わる行動

オプションの相互作用の生起確率を導出している

ので、容易に、それぞれの遺伝子タイプの期待利

得を計算できる。先に示したように、協働オプシ

ョンの相互作用、フリーライド･オプションの相

互作用、および、独立オプションの相互作用の生

起確率およびそのときの利得は、次のように場合

分けして表すことができる。

１．H遺伝子タイプの個人に関わる三つの行動

オプションの相互作用の生起確率と利得

（a）協働オプションの相互作用

「真の Hタイプの個人 i」と、「真の H

タイプの個人 j」が相互作用するとき

の生起確率は PH･λであり、そのとき

の利得は x3 である。

（b）フリーライド･オプションの相互作用

「真の Hタイプの個人 i」と、「偽の H

タイプの個人 j」が相互作用するとき

の生起確率は PH･(1 －λ) であり、その

ときの利得は x1 である。

（c）独立オプションの相互作用

「偽の Dタイプの個人 i」と「偽の Dタ

イプないし真の Dタイプの個人 j」が

相互作用するときの生起確率は (1 －

PH) であり、そのときの利得は x2 であ

る。

２．D遺伝子タイプの個人に関わる二つの行動

オプションの相互作用の生起確率と利得

（a）フリーライド･オプションの相互作用

「偽の Hタイプの個人 i」と「真の Hタ

イプの個人 j」が相互作用するときの

生起確率は PD･ηであり、そのときの

利得は x4 である。

（b）独立オプションの相互作用

「偽の Hタイプの個人 i」と「偽の Hタ

イプの個人 j」が相互作用するときの

生起確率は PD･(1 －η) であり、そのと

きの利得は x2 である。

（c）独立オプションの相互作用

「真の Dタイプの個人 i」と「偽の Dタ

イプないし真の D タイプの個人 j」が

相互作用するとき生起確率は (1 － PD)

であり、そのときの利得は x2 である。

H遺伝子タイプと D遺伝子タイプの期待利益、

E (X | H)、E (X | D) は、（1）協働オプションの相互

作用から得られる利得 x3、（2）独立型オプション

の相互作用から得られる利得 x2、（3）フリーライ

ド･オプションの相互作用から得られる利得 x1、

x4 を、それぞれの事象が起こる確率で加重平均し

たものとして表わせる。

（14）E (X | H)＝(1 － PH) x2 ＋ PH[λx3＋(1 －λ) x1]

（15）E (X | D)＝(1 － PD) x2 ＋ PD[ηx4＋(1 －η) x2]

ただし、（9）、（12）式より、λ、ηは hの増加関

数であるので、E (X | D)、E (X | D) は hの増加関数

となる。

我々は、それぞれの遺伝子タイプの期待利得が

等号で成り立つときの H遺伝子タイプの人口構

成 h ＊を導出する。しかし、その前に、期待利得

を表す（14）、（15）式が交点を持つかどうか確か

めなければならない。これを確かめるために、さ

らに、hがゼロないし１の近傍の値をとるとき、

期待利益 E (X | D)、E (X | D) がどのような値をと

るのか考察する。

hがゼロに近い値をとるとき、図６でみたよう

に、シグナル閾値 S ＊は UDの近傍の値となる。た

だし、S ＊＜ UDである。このとき、次に場合分け

した行動オプションの相互作用が生じる。

１．H遺伝子タイプの個人 iが、個人 jとペア
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18 Frank（1987）は、limh→ 1 E (X | H)＜ limh→ 1 E (X | D) を保証するため、x2、x4の値は十分に大きく、さらに、確率密度分布

fH、fDの台が十分に重複すると仮定している。ここでも、同じことを仮定する。
19 図９は、Frank（1987）が仮定した正規分布 fH、fDを前提としている。また、図は、Frank（1987）の示した特定値にな

らいそのままに描かれている。
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ので、個人 jはほぼ明確に H遺伝子タイプ

である。このとき、フリーライド・オプシ

ョンの相互作用（独立オプション, 協働オ

プション）が生じる。また、個人 jのシグ

ナル値 LD ≤ Sj＜ S ＊ ≈ LHのとき、独立オプ

ションの相互作用（独立オプション, 独立

オプション）が生じる。

したがって、h ≈ 1 のとき、H遺伝子タイプと D

遺伝子タイプの期待利益、E (X | D)、E (X | D) は次

のようになる。

これらは、正規分布のような具体的な密度関数

について、図９のように hの増加関数として描く

ことができる。E (X | H) は、h ＝ 0 で、常に、

E (X | D) よりも大きいので、また、E (X | D) は、

h＝ 1で、常に、E (X | H) よりも大きいので18、し

かも、E (X | D)、E (X | D) は hの増加関数であるの

で、二つの曲線はただ一度だけ交差する 19。

均衡 h ＊は E (X | H) と E (X | D) とが交差する点で

ある。均衡が安定であるためには、E (X | H) が

E (X | D) の上から交差しなければならない。

を形成する。個人 jのシグナル値 Sj ≥ S ＊ ≈

UDを観察するとき、ほぼ明確に H遺伝子

タイプと識別することができる。このとき、

協働オプションの相互作用（協働オプショ

ン, 協働オプション）が生じる。また、ペ

アを形成する個人 jのシグナル値 Sj＜ S ＊

のとき、独立オプションの相互作用（独立

オプション, 独立オプション）が生じる。

２．さらに、D遺伝子タイプの個人 iが、個人

jとペアを形成する。個人 iは Dタイプで

あるので、シグナル値の範囲は LD ≤ Si ≤ UD

≈ S ＊である。また、ペアとなる個人 jのシ

グナル値 Sjも同等である。すなわち、LD ≤

Sj＝ Si ≤ UD ≈ S ＊である。このとき、独立

オプションの相互作用（独立オプション,

独立オプション）しか生じない。

したがって、h ≈ 0 のとき、H遺伝子タイプと D

遺伝子タイプの期待利益、E (X | D)、E (X | D) は次

のようになる。

hが１に近い値をとるとき、図６でみたように、

シグナル閾値 S ＊は LHの近傍の値となる。ただし、

S ＊＞ LHである。このとき、次に場合分けした行

動オプションの相互作用が生じる。

１．H遺伝子タイプの個人 iが、個人 jとペア

を形成する。個人 iは Hタイプであるので、

シグナル値は UH ≥ Si ≥ LH ≈ S ＊である。ま

た、ペアとなる個人 jのシグナル値 Sjも同

等である。すなわち、UH ≥ Sj＝ Si ≥ LH ≈ S＊

である。しかも、h ≈ 1 であるので、個人 j

はほぼ明確に Hタイプである。このとき、

協働オプションの相互作用（協働オプショ

ン, 協働オプション）しか生じない。

２．D遺伝子タイプの個人 iが、個人 jとペア

を形成する。個人 jのシグナル値 UD ≥ Sj＝

Si ≥ S ＊ ≈ LHを観察するとき、h ≈ 1 である

図９．H と D タイプの個人の期待利得
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E (X | H) は、h＝ 0で、常に、E (X | D) よりも大き

いので、安定均衡となる。

我々は、ここに、個別契約の背景となる社会･

文化制度を社会の信頼の構造として記述する。す

なわち、社会の信頼の構造を H遺伝子タイプの

人口構成 h＝ h ＊として表す。

社会の信頼の構造は、我々が個別契約の意思決

定を行うとき、その背景を形成しているものと理

解する。すなわち、個人は、特定の個別契約の意

思決定を行うとき、社会の信頼の構造がどのよう

な水準であるのかを考慮しながら、行動オプショ

ンを選択する。例えば、相互に信頼できない社会

背景があるとき、個人は、個別契約に関する意思

決定を行うとき、極端に慎重な行動オプションを

選択するかもしれない。あるいは、逆に、相互に

信頼できる社会背景があるとき、相互依存的な行

動オプションを選択するかもしれない。個別契約

に関する意思決定は、常に、その背景を形成する

社会･文化制度と無縁ではない。

これまでは、個別契約の行動オプションの意思

決定の背景をなす社会の信頼の構造についてみて

きた。そこで、次に、この社会背景のもとで、ど

のように個別契約の行動オプションの意思決定が

行われるのかを考察していく。

３．社会の信頼の構造と個別契約
個別契約は、その背景をなす社会･文化制度に

より支援されることではじめて機能する。社会･

文化制度によって醸成された社会の信頼の構造

が、契約による残余コントロール権の統制･掌握

を支援する装置として機能することで契約の履行

を保証する。これは、残余コントロール権の統

制･掌握を所有権の再配分により達成する

Grossman & Hart（1986）の所有制度よりはるか

に自由度が高い。その反面、契約の履行が、その

背景をなす社会･文化制度を体現した社会の信頼

の構造に依存するため、頑健性にかけることも事

実である。

社会において、企業の経営者が、背景をなす社

会･文化制度の支援を受け、個別契約の締結によ

り残余コントロール権を統制･掌握しようとする

とき、二つの要因を考慮せざるを得なくなる。一

つは、契約の履行を保証する装置としての社会･

文化制度である。これは、二節で考察したように、

シグナル情報の確率密度分布 fH、fDおよび社会の

信頼の構造パラメータ h ＊で表される。もう一つ

は、本節で考察する、個別契約を構成する要因で

ある。これは、残余コントロール権の統制･掌握

に関連して、契約により特定化される行動オプシ

ョン、行動オプションの相互作用、そして、行動

オプションの相互作用から得られる利得である。

しかし、契約による残余コントロール権の統制･

掌握には、その履行を阻むフリーライド･オプシ

ョンの相互作用が生じるリスクを避けられない。

したがって、契約の証明不能による契約の履行の

不確実性を低減させるため、社会の信頼の構造に

よる支援および保証を欠かすことができないので

ある。

企業の経営者が、他の企業の経営者と残余コン

トロール権の統制･掌握に関し、個別契約を締結

するとき、行動オプション、行動オプションの相

互作用、そして、行動オプションの相互作用から

得られる利得を考慮して、契約の締結の意思決定

を行う。ここでは、企業の経営者１と企業の経営

者２が多くの企業の中からペアを形成し、行動オ

プションの相互作用に関する契約を締結する二企

業間契約モデルを考える。企業の経営者１、２は、

行動オプションとして、協働オプションあるいは

独立オプションをもつとする。そして、経営者１、

２は、それぞれ独立に、同時に、しかも、非協力

的に、行動オプションをのいずれか一つを選択す

る。このとき、二企業の経営者間の行動オプショ

ンの相互作用およびそのとき生じる利得は次のよ

うに表されるとする。

１．企業の経営者１は、他の企業の経営者２と

ペアを形成し、協働オプションの相互作用

を行うかもしれない。そして、この相互作

用は、相互に信頼を要求する活動をともな

う。また、この相互作用から得られる利得

は B1＊≡ B1[a1＊, (q1＊, q2＊)] となる。

２．企業の経営者１は、他の企業の経営者２と

ペアを形成し、フリーライド･オプション

の相互作用（（協働オプション, 独立オプシ

ョン）あるいは（独立オプション, 協働オ

プション））を行うかもしれない。この相

互作用は、相互に信頼を要求する活動が成

功しないことから生じる。この相互作用か

ら得られる利得はそれぞれ B_ 1 ≡ B1[a1＊, 
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とする。ただし、R＞ 0である。

表２に示した契約ゲームで問題となるのは、二

企業間で、残余コントロール権の統制･掌握に関

する協働オプションの相互作用の契約を締結した

とき、その履行が保証されないことである。すな

わち、フリーライド･オプションの相互作用が生

じるリスクが存在することである。他方、この代

替オプションは、経営者１が経営者２と独立オプ

ションの相互作用の契約を締結することである。

この契約は、相互に信頼を要求する活動をともな

わないため、フリーライド･オプションの相互作

用が生じることはない。したがって、協働オプシ

ョンの相互作用の契約にともなうフリーライド･

オプションの相互作用が生じるリスクを、社会の

信頼の構造により抑制できなければ、残余コント

ロール権の統制･掌握は契約による達成されるこ

とはなく、Grossman & Hart（1986）の結論と同

等になる。

H遺伝子タイプの企業の経営者 iは、同等のシ

グナル値 Sj＝ Siを持つ企業の経営者 jとペアを形

成するとき、経営者 iは経営者 jの遺伝子タイプ

を識別し、行動オプションを選択しなければなら

ない。我々は、このとき、遺伝子タイプのシグナ

ル情報の確率密度分布 fH、fD、および、H遺伝子

タイプの人口構成 h ＊の情報を知っている。した

がって、シグナル値 Sjを持つ経営者 jが、Hタイ

プである確率 Pr{Hj | Sj} を導出することができ

る。

ただし、h ＊は社会の信頼の構造パラメータである。

これは、社会が H遺伝子タイプの人口構成 h＊で

安定定常状態にあることを示している。

このとき、重要なことは、経営者 iが協働オプ

ションの相互作用の契約を締結するとき、契約が

保証される信頼度が社会の信頼の構造パラメータ

h ＊で示されることである。したがって、企業の

経営者は、社会の信頼の構造を契約履行の保証装

置とみなし、協働オプションの相互作用の契約の

締結の意思決定を行うことになる。

命題２．シグナル情報の確率密度分布 fH、fD、お

よび、社会の信頼構造パラメータ h ＊のもとで、

(q1＊, q̂ 2)]、B
_
1 ≡ B1[â1, (q̂ 1, q2＊)] となる。

３．企業の経営者１は、他の企業の経営者２と

ペアを形成し、独立オプションの相互作用

を行うかもしれない。そして、この相互作

用は、相互に信頼を要求する活動を必要と

しない。また、この相互作用から得られる

利得は B̂1 ≡ B1[â1, (q̂ 1, q̂ 2)] となる。

これらの行動オプションの相互作用から生じる利

得は表２のように表せる。ただし、B
_
1 ＞ B1＊＞

B̂1 ＞ B_ 1 とする。

ここで、フリーライド･オプションの相互作用

から生じる利得 B_ 1 ≡ B1 [a1＊, (q1＊, q̂ 2)]、B
_
1 ≡

B1[â1, (q̂ 1, q2＊)] について説明しておく。これら

の利得は、行動オプションの組合せ（協働オプシ

ョン, 独立オプション）、ないし、（独立オプショ

ン, 協働オプション）から生じる。フリーライド･

オプションの相互作用が生じるとき、ゼロ期で協

働オプションを選択した企業の経営者は（特殊投

資 a i
＊を行った企業の経営者 iは）、さらに、一期

での生産活動を最適化するため、追加投資を行う

とする。例えば、Joskow（1985）の事例でいえば、

炭田に隣接して火力発電所を建設した企業の経営

者１は、採炭会社の企業の経営者２が石炭の成分

調整を行うための炭層調査ないし選別作業に投資

しなかったならば（a2 ≠ a2＊）、これを代替するた

め、ボイラー設備に脱硫装置を設置する追加投資

を行い、発電設備の稼働を最適化する。契約は証

明不能であるため、このとき、企業１の利得は

B_ 1 ＝ B1[a 1＊, (q1＊, q2＊)]－ K＜ B1[â1, (q̂ 1, q̂ 2)] と

する。ただし、K＞ 0である。逆に、発電会社の

企業の経営者１はボイラー設備への投資を過度に

抑制し（a1 ≠ a1＊）、これを代替させるため、採炭

会社の企業の経営者２に成分調整のための炭層調

査ないし分別作業を過度に負わせる追加投資を強

いることで、発電設備の稼働を最適化するかもし

れない。契約は証明不能であるため、このとき、

企業１の利得は B
_
1 ＝ B1[a1＊, (q1＊, q2＊)]＋ Rとなる

協働 独立

協働 B1＊ B_ 1

独立 B
_
1 B̂1

表２．企業間相互作用の利得
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ロール権の統制･掌握の可能性がある。

もう一つは、フリーライド･オプションの相互

作用の利得と独立オプションの相互作用の利得の

差異 B_ 1 － B̂1 (＜ 0) が大きいとき（二つの利得の

差異がゼロに近づくとき）、協働オプションの相

互作用の契約が締結されやすいことである。これ

は、協働オプションの相互作用の契約を締結した

とき、フリーライド･オプションの相互作用が生

じるリスクがあるとしても、独立オプションの相

互作用の利得レベルが保証されることを意味す

る。すなわち、協働オプションの相互作用の契約

のリスクが小さいことを意味する。具体的には、

二企業間の生産関数の相互依存関係が極めて低い

ことが考えられる。通常、このような場合は意思

決定問題は深刻とはならない。これは、

Grossman & Hart（1986）の結論と同様である。

最後は、協働オプションの相互作用の契約と

代替オプションの相互作用の契約の利得の差異

B1＊－ B̂ 1 が大きいとき、協働オプションの相互作

用の契約が締結されやすいことである。例えば、

仮に、社会の信頼の構造の支援が期待できないと

きでも、すなわち、フリーライド･オプションの

相互作用が生じるリスクを避けられないとして

も、協働オプションの相互作用から得られる利得

がそれを補填するほど十分に大きいならば、それ

は、協働オプションの相互作用の契約の締結の妨

げとはならないかもしれない。これらの議論は、

本稿での議論の方向とは異なる。そして、これに

ついては、次のような具体例をあげることができ

る。

近年、高い成長が見込まれる海外市場を開拓し

たり、直接投資をする傾向がみられる。このとき、

行動オプションは、輸出の拡大による市場の開拓

（独立オプションの相互作用の契約）、合弁による

直接投資（協働オプションの相互作用の契約）が

考えられる。このとき、合弁による直接投資は、

高い成長が見込まれる市場では、輸出による市場

開拓よりもはるかに高い利得を期待できる。しか

し、合弁契約による残余コントロール権の統制･

掌握には、当地の社会･文化制度構造をよく理解

できないなど、高いリスクがともなう。また、こ

のとき、当地の事情に詳しいコンサルタント会社

と契約し、情報の収集および契約交渉のアドバイ

スを求めるかもしれない。その上で、協働オプシ

（16）式の左辺は、企業の経営者１が、社会の

信頼の構造の支援を受け、協働オプションの相互

作用の契約を締結したときの期待利得である。ま

た、（16）式の右辺は、その代替オプションであ

る独立オプションの相互作用の契約を締結したと

きの期待利得である。このオプションは相互に信

頼を要求する活動を必要としない。したがって、

（16）式が満たされるならば、契約による残余コ

ントロール権の統制･掌握が、社会の信頼の構造

（パラメータ h ＊）の支援を受け、曲がりなりにも

達成されているとみなすことができるかもしれな

い。このとき、協働オプションの相互作用の契約

は、一定の水準を満たすシグナル値 S ≥ SF
＊を持つ

企業の経営者間でのみ締結される必要がある。

我々は、ここで、契約による残余コントロール

権の統制･掌握の可能性を考察しておく。（16）式

から、契約の可能性に影響を及ぼすのは、パラメ

ータ h ＊、B1＊－ B̂1、B_ 1 － B̂1 (＜ 0) の値であること

を知っている。シグナル閾値 S ＊
F (h ＊) は、これら

のパラメータの減少関数である。このことから次

のことがいえる。一つは、協働オプションの相互

作用の契約は社会の信頼の構造パラメータ h ＊に

支援されていることである。高い信頼の構造パラ

メータ h ＊を持つ社会では、S ＊
Fが低下するため、

協働オプションの相互作用の契約が締結されやす

い傾向を持つ。すなわち、契約による残余コント

図 10．信頼の構造パラメータ h ＊のときのシグナ

ル閾値 S ＊F

協働オプションの相互作用の個別契約が締結され

るのは、シグナル値 Sj ≥ SF
＊を持つ企業の経営者 j

に対してである。

（16）B1＊ Pr{Hj | Sj}＋ B_ 1[1 － Pr{Hj | Sj}] ≥ B̂1

ただし、シグナル閾値 SF
＊は（16）式を等式で満

たすシグナル値 Sjである。
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る。個別契約の背景となる社会･文化制度の支援

があるとき、はじめて、契約を介した残余コント

ロール権の統制･掌握が可能となるからである。

デザイナーハウスのベネトン社は、デザイン部

門を中心に染色部門のみを内部化している。その

他の縫製、織布等はアウトソーシングされている

（Besanko et al. (2000)）。これは、染色事業がベネ

トン社にとり生命線であるため、染色事業の残余

コントロール権を契約により統制するには、取引

企業に対し極端に高いシグナル閾値 SF
＊を要求す

ることになり、そして、そのことにどの企業の経

営者も応えられないからである。しかし、これに

しても、社会が高い信頼の構造パラメータ h ＊を

実現しているのであれば、アウトソーシングの可

能性がある。この意味でも、社会の信頼の構造は、

協働オプションの相互作用の契約を保証する重大

な装置ということができる。

おわりに
本稿では、契約により特定化されない残余コン

トロール権の統制･掌握はいかにして可能となる

のかを考察した。最初に、統合による協働オプシ

ョンの相互作用、また、非統合による独立オプシ

ョンの相互作用の二つの極端なケースをみてき

た。Grossman & Hart（1986）は、独立オプショ

ンの相互作用しか生じていないときには、所有権

の再配分を必要としないが、協働オプションの相

互作用が生じるときには、残余コントロール権の

統制･掌握のために所有権の再配分が行われるべ

きであるとしている。彼等は、必要な資産の残余

コントロール権と当該資産の所有権の配分が不整

合をきたしているとき、所有権の最適な再配分が

なされ生産活動の歪みが解消されなければならな

いとしている。そして、残余コントロール権の統

制･掌握のためには、常に、資産の内部化、いわ

ゆる、統合化が進められなければならないとして

いる。

しかし、現実には、契約により残余コントロー

ル権を特定化することができないとしても、企業

の経営者は、常に、必要な資産の内部化を進めて

いるわけはない。逆に、企業は、事業領域の選択

と集中をはかることで、企業の成長を達成しよう

としている。しかし、企業の経営者は、残余コン

トロール権を統制･掌握をどのようにして達成し

ョンの相互作用の契約を締結するかどうかの意思

決定を行う。このとき、コンサルタント会社に支

払う費用 Cが追加的にかかることになる。さら

に、投資国の社会の信頼の構造パラメータ h_＊は、

自国のそれよりも低いものであるかもしれない。

したがって、（16）式は次のように表されること

になる。

B1＊ Pr{H | Sj}＋ B_ 1[1 － Pr{H | Sj}] ≥ B̂1 ＋ C

このとき、社会の信頼の構造パラメータ h_＊＜ h＊

であるとする。

企業の経営者が、合弁による海外投資を行うと

き、情報探索費用 Cおよび低い社会の信頼の構

造パラメータ h_＊のため、利得の差異 B1＊－(B̂ 1 ＋

C)＜ B1＊－ B̂1 を減少させ、その結果、シグナル閾

値 SF
＊(h＊) を上昇させることになる。しかし、そ

れでも、十分な投資利益が期待できるときには、

協働オプションの相互作用の契約が締結されるか

もしれない。しかし、さらにいえば、高い成長が

次第に平準化していくときにも、社会の信頼の構

造（のパラメータ h_ ＊）を改善することができれ

ば、シグナル閾値 SF
＊(h_ ＊) の上昇を抑制すること

が可能となる。したがって、高い成長の機会を持

つ状況にあっても、社会の信頼の構造を改善・発

展させることは変わらずに重要なことである。

ここで、もう一つ言及しておくべきことがある。

それは、企業の事業領域の選択と集中の問題であ

る。Grossman & Hart（1986）では、必要な資産

の残余コントロール権と当該資産の所有権の配分

に不整合があるときには、残余コントロール権の

統制･掌握のため当該資産を内部化し、内部取引

による協働オプションの相互作用を達成すること

が効率的としている。しかし、個別契約の背景と

なる社会･文化制度により、契約制度を支援する

ことができれば、契約を介した市場取引により残

余コントロール権の統制･掌握が可能となり、ひ

いては、協働オプションの相互作用を効率的に達

成することができる。企業が他の企業を内部化し

残余コントロール権を掌握するのではなく、契約

により残余コントロール権を統制することができ

るならば、企業の事業領域の選択と集中が可能と

なる。このとき、社会の信頼の構造パラメータ h ＊

が高く維持されていることがなによりも重要であ
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ているのであろうか。また、協働オプションの相

互作用をどのように達成しているのであろうか。

所有権の再配分でしか残余コントロール権の統

制･掌握は保証されないのであろうか。そこで、

本稿では、企業が所有権の再配分に依存すること

なく、残余コントロール権の統制･掌握を達成す

ることが可能かどうかを考察した。

そこで、まず、個別契約の履行は、社会･文化

制度から支援されるという前提を置くことから始

めた。すなわち、契約が証明不能であっても、背

景となる社会･文化制度は、契約の履行を保証す

る社会メカニズムを機能させているとした。通常、

社会では、このメカニズムの一つとして、評判の

メカニズムが機能していることはよく知られてい

る。しかし、ここでは、評判のメカニズムではな

い社会メカニズムを考察するために、長期契約は

考えていない。評判のメカニズムに代わる社会メ

カニズムとして、個人行動の選択に大きな影響を

及ぼす罪悪感、羞恥心等の社会･文化制度の存在

を想定している。より端的にいえば、罪悪感、羞

恥心等が支える社会の信頼の構造を考えている。

これらの存在により、締結された契約の履行が一

定の水準で保証されると考える。

社会が相互に信頼できる良心に満ちた人々から

構成されていれば、人々の行動は極端に慎重な狭

い行動とはならないであろう。背景となる社会が

高い信頼の構造を持つのであれば、相互に信頼を

要求する活動をともなう契約であっても、締結さ

れるであろう。これは、フリーライド･オプショ

ンの相互作用が生じるリスクを、高い信頼の構造

が抑制してくれるからである。したがって、社会

が高い信頼の構造を持つことが、協働オプション

の相互作用を契約によって達成することを可能に

することになる。

また、同様の分析から、契約により協働オプシ

ョンの相互作用を達成できるとき、企業は選択と

集中の戦略機会を高めることができることについ

ても言及した。企業が内部化を繰り返し巨大化す

る社会と企業が事業領域を選択し集中をはかる社

会では、その背景となる社会･文化制度および社

会･文化制度が醸成した社会の信頼の構造が異な

る可能性がある。我々は、この課題については詳

細な分析はしていない。

さらに、社会･文化制度が契約の履行を支援･保

証する度合いがそれ程高くない場合でさえ、協働

オプションの相互作用を契約により達成しようと

することが観察される。すなわち、協働オプショ

ンの相互作用の契約が高いフリーライド･オプシ

ョンの相互作用をともなうリスクを抱えていると

きでさえ、協働オプションの相互作用の契約が締

結される場合がある。それは、協働オプションの

相互作用から得られる利得が極端に高いことが期

待されるからである。具体的には、高い成長が見

込まれる海外合弁投資契約がその典型であろう。

この課題は我々の分析方向とは異なるものであ

る。ただし、このケースでさえ、社会が高い経済

成長を続けるためには、社会･文化制度が契約の

履行を保証する装置となることが不可欠である。

我々は、企業活動を社会･文化制度との関連で

考察することの重要性は、高い成長が特定の社

会･文化制度を背景として達成されていることか

ら、十分によく理解している。しかし、社会･文

化制度が企業活動をどのように支援しているかを

より明らかにするため実証分析的考察は今後さら

に進められるべきであろう。
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